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（訂正）「定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

当社は、令和４年５月 12 日付「定款一部変更に関するお知らせ」につきまして、誤りが

ございましたので、以下のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には網掛けを付して表示

しております。  

 

１. 訂正の理由 

記載の内容に一部訂正すべき事項がありましたので、これを訂正いたします。 

 

２. 訂正箇所 

 定款変更の内容。 

 

（訂正前；訂正条文のみ記載しています）定款一部変更 新旧対照表 案（下線が変更箇所） 

現行定款 変更案 

第１章  総  則 

 

第１条～第３条（略） 

 

第４章  取締役及び取締役会 

 

第29条[取締役の任期] 

  1.取締役の任期は、選任後２年以内 

に終了する事業年度のうち最終のものに 

関する定時株主総会の終結の時迄とす 

る。 

 

 

 

 

  2.補欠又は増員で就任した取締役の

任期は、現任取締役の任期の満了する時

までとする。 

 

 

第１章  総  則 

 

第１条～第３条（略） 

 

第４章  取締役及び取締役会 

 

第 29条[取締役の任期] 

  1.取締役の任期は、監査等委員以外

の取締役については選任後１年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会終結の時までとし、監査

等委員である取締役については選任後２

年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。 

  2.任期満了前に退任した監査等委員

である取締役の補欠として選任された監

査等委員である取締役の任期は、退任し

た監査等委員である取締役の任期の満了

する時までとする。 

会 社 名  株 式 会 社 ア イ ビ ー 化 粧 品 

代 表 者 名  代 表 取 締 役 社 長  白 銀  浩 二 

  (コード番号 4918 東証スタンダード) 

問 合 せ 先  取締役 経営管理部長 

役 職 ・ 氏 名  中山 聖仁 

電 話  ０３-６８８０-１２０１ 



 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

第８章  付  則 

 

第１条[監査役の責任免除に関する経過

措置] 

  当会社は、会社法第 426 条第１項の

規定により取締役会の決議をもって、第

47 期定時株主総会終結前の監査役（監査

役であったものを含む）の行為に関する

会社法第 423条第１項の損害賠償責任を、

法令の限度において免除することができ

る。 

 

第２条［株主総会参考書類等のインター

ネット開示とみなし提供および電子提供

措置等に関する経過措置］ 

  1.現行定款第 23条［株主総会参考書

類等のインターネット開示とみなし提

供］の削除および変更後の第 23条［電子

提供措置等］は会社法の一部を改正する

法律（令和元年法律第 70号）附則第１条

ただし書きに規定する改正規定の施行の

日（以下「施行日」という）から効力を生

ずるものとする。 

  2.前項の規定にかかわらず、施行日

から６ヶ月以内の日を開催日とする株主

総会または種類株主総会については、現

行定款第 23条はなお効力を有する。 

  3.本条は施行日から６ヶ月を経過し

た日または前項の株主総会または種類株

主総会の日から３ヶ月を経過した日のい

ずれか遅い日後にこれを削除する。 

 

 

 

（訂正後） 

現行定款 変更案 

第１章  総  則 

 

第１条（略） 

第２条[目的] 

  当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 

  1.化粧品の製造販売及び輸出入業務 

  2.医薬部外品の製造販売及び輸出入

業務 

  3.ビタミンなどの栄養素を補給した

栄養補助食品、石鹸、洗剤、歯磨、化粧用

第１章  総  則 

 

第１条（略） 

第２条[目的] 

  当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 

  1.化粧品の製造販売及び輸出入業務 

  2.医薬部外品の製造販売及び輸出入

業務 

  3.ビタミンなどの栄養素を補給した

栄養補助食品、石鹸、洗剤、歯磨、化粧用



具、化粧用雑貨品、美容機器、日用雑貨品、

文房具、事務用品、オフィス家具、什器備

品、インテリア用品、コンピュータ周辺機

器、食料品、清涼飲料水、衣料品、家庭用

電化製品の販売及び輸出入業務 

  4.自己啓発のためのトレーニング指

導の企画及び運営 

  5.エステティック等のサービス事業 

  6.イベント、モーター・レーシング、

モーター・レーシングチームの企画、運営

及びこれらに関するコンサルティング業

務 

    7.不動産の売買、賃貸借、管理及びこ

れらの仲介並びにこれらに関するコンサ

ルティング業務 

  8.前各号に付帯関連する一切の業務 

第３条（略） 

 

第４章  取締役及び取締役会 

 

第29条[取締役の任期] 

  1.取締役の任期は、選任後２年以内 

に終了する事業年度のうち最終のものに 

関する定時株主総会の終結の時迄とす 

る。 

 

 

 

 

  2.補欠又は増員で就任した取締役の

任期は、現任取締役の任期の満了する時

までとする。 

 

 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

具、化粧用雑貨品、美容機器、日用雑貨品、

文房具、事務用品、オフィス家具、什器備

品、インテリア用品、コンピュータ周辺機

器、食料品、清涼飲料水、衣料品、家庭用

電化製品の製造販売及び輸出入業務 

  4.自己啓発のためのトレーニング指

導の企画及び運営 

  5.エステティック等のサービス事業 

  6.イベント、モーター・レーシング、

モーター・レーシングチームの企画、運営

及びこれらに関するコンサルティング業

務 

    7.不動産の売買、賃貸借、管理及びこ

れらの仲介並びにこれらに関するコンサ

ルティング業務 

  8.前各号に付帯関連する一切の業務 

第３条（略） 

 

第４章  取締役及び取締役会 

 

第 29条[取締役の任期] 

  1.取締役の任期は、監査等委員以外

の取締役については選任後１年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会終結の時までとし、監査

等委員である取締役については選任後２

年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。 

  2.任期満了前に退任した監査等委員

である取締役の補欠として選任された監

査等委員である取締役の任期は、退任し

た監査等委員である取締役の任期の満了

する時までとする。 

 

第８章  付  則 

 

第１条[監査役の責任免除に関する経過

措置] 

  当会社は、会社法第 426 条第１項の

規定により第 47期定時株主総会において

決議された定款一部変更の効力が生ずる

前の任務を怠ったことによる監査役（監

査役であったものを含む）の行為に関す

る会社法第 423 条第１項の損害賠償責任

を、法令の限度において免除することが

できる。 

 

第２条［株主総会参考書類等のインター

ネット開示とみなし提供および電子提供



措置等に関する経過措置］ 

  1.第 47期定時株主総会において決議

された定款一部変更のうち、定款第 23条

［株主総会参考書類等のインターネット

開示とみなし提供］の削除および変更後

の第 23条［電子提供措置等］は会社法の

一部を改正する法律（令和元年法律第 70

号）附則第１条ただし書きに規定する改

正規定の施行の日（以下「施行日」という）

から効力を生ずるものとする。 

  2.前項の規定にかかわらず、施行日

から６ヶ月以内の日を開催日とする株主

総会または種類株主総会については、第 

47 期定時株主総会によって削除される前

の定款第 23条はなお効力を有する。 

  3.本条は施行日から６ヶ月を経過し

た日または前項の株主総会または種類株

主総会の日から３ヶ月を経過した日のい

ずれか遅い日後にこれを削除する。 

 

 

以 上 

 


